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衆
議
院
議
員
菅
野
哲
雄
君
提
出
違
法
・
無
報
告
・
無
規
制
（
Ｉ
Ｕ
Ｕ
）
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

「
違
法
、
無
報
告
、
無
規
制
漁
業
を
防
止
、
抑
止
、
排
除
す
る
た
め
の
国
際
行
動
計
画
」
（
以
下
「
国
際
行
動
計
画
」
と

い
う
。
）
二
十
五
に
い
う
国
の
行
動
計
画
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
従
前
か
ら
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六

十
七
号
）
に
基
づ
く
漁
業
に
係
る
許
可
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
に
基
づ

く
外
国
漁
船
等
の
寄
港
制
限
及
び
洋
上
か
ら
の
漁
獲
物
の
陸
揚
げ
禁
止
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
の
行

動
計
画
に
代
え
て
こ
れ
ら
の
取
組
に
関
し
取
り
ま
と
め
た
文
書
を
作
成
し
、
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
事
務
局
に
提
出
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
国
際
行
動
計
画
六
十
一
に
い
う
「
寄
港
国
に
よ
る
取
り
締
ま
り
の
た
め
の
国
家
戦
略
お
よ
び
手
続
き
」
に
つ
い

て
は
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
外
国
漁
船
等
の
寄
港
制
限
、
洋
上
か
ら
の
漁
獲
物
の
陸
揚
げ
禁
止
等

の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
寄
港
国
協
定
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
に
お
い
て
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
交
渉
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
交
渉
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


